
   久 留米市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則  

 

 （ 趣旨）  

第１条  この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年

法律第１２３号。以下「法」という。）、建築物の耐震改修の促進に関

する法律施行令（平成７年政令４２９号）及び建築物の耐震改修の促

進に関する法律施行規則（平成７年建設省令第２８号。以下「省令」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （ 報告書の添付書類）  

第２条  省令第５条第４項（省令附則第３条において準用する場合を含

む。）の規定により市長が規則で定める書類は、次の各号に掲げるも

のとする。  

( 1 ) 既 存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録  

  し ている耐震判定委員会（以下「判定委員会」という。）が建築物  

  の 耐震診断の妥当性について判定した書類（以下「耐震診断の評価

書」という。）の写し  

( 2 ) 付 近見取図  

( 3 ) 配 置図  

( 4 ) 平 面図  

( 5 ) 求 積図  

( 6 )   耐 震 診 断 した者が省令第５条第１項各号のいずれかに掲 げる者

であることを証する書類の写し  

 （ 計画の認定申請書の添付書類）  

第３条  省令第２８条第２項の規定により市長が規則で定める書類は、

次の各号に掲げるものとする。  

( 1 )  耐 震 診 断 の評価書及び判定委員会が耐震改修計画の妥当性につ

いて判定した書類の写し（それらの事項が同一の書類に記載されて

いる場合は当該書類の写し）  

( 2 ) 付 近見取図  



(3 ) 配 置図  

( 4 ) 平 面図  

( 5 ) 求 積図  

２  省令第２８条第１１項の規定により、省令第２８条第２項に掲げる

構造計算書を添えることを要しないこととする。  

 （ 建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書の添付書類）  

第４条  省令第３３条第１項の規定により市長が規則で定める書類は、

次の各号に掲げるものとする。ただし、同項第１号の書類を提出する

場合においては、第２号から第４号に掲げる書類を除く。  

( 1 ) 現 況調査報告書（別記様式）  

( 2 ) 付 近見取図  

( 3 ) 配 置図  

( 4 ) 平 面図  

( 5 ) 求 積図  

２  省令第３３条第２項第１号の規定により市長が規則で定める書類は、

次の各号に掲げるものとする。  

( 1 ) 現 況調査報告書  

( 2 ) 耐 震診断の評価書の写し  

( 3 ) 付 近見取図  

( 4 ) 配 置図  

( 5 ) 平 面図  

( 6 ) 求 積図  

( 7 )  耐 震 診 断 した者が省令第５条第１項各号のいずれかに掲げる者

であることを証する書類の写し  

３  省令第３３条第２項第２号の規定により市長が規則で定める書類は、

次の各号に掲げるものとする。  

( 1 ) 現 況調査報告書  

( 2 ) 付 近見取図  

( 3 ) 配 置図  



(4 ) 平 面図  

( 5 ) 求 積図  

４  省令第３３条第３項の規定により、省令第３３条第２項第１号に掲

げる構造計算書を添えることを要しないこととする。  

 （ 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書の添付書類）  

第５条  省令第３７条第１項第３号の規定により市長が規則で定める書

類は、次の各号に掲げるものとする。  

( 1 ) 耐 震診断の評価書の写し  

( 2 ) 付 近見取図  

( 3 ) 配 置図  

( 4 ) 平 面図  

( 5 ) 求 積図  

( 6 )  耐 震 診 断 した者が省令第５条第１項各号のいずれかに掲げる者

であることを証する書類の写し  

２  省令第３７条第２項の規定により、省令第３７条第１項第２号に掲

げる構造計算書を添えることを要しないこととする。  

 （ 提出書類の省略）  

第６条  市長が特別な理由があると認めるときは、第２条から第５条に

規定する図書の全部若しくは一部を省略し、又は変更することができ

る。  

 （ 補則）  

第７条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。  

   附  則  

 （ 施行期日）  

１  この規則は、平成２６年４月１５日から施行する。  

 （ 経過措置）  

２  この規則の施行の際、現に耐震改修を完了している建築物に係る第

２条の規定の適用については、同条第１号中「既存建築物耐震診断・



改 修 等 推 進 全 国 ネ ッ ト ワ ー ク 委 員 会 に 登 録 し て い る 耐 震 判 定 委 員 会

（以下「判定委員会」という。）が建築物の耐震診断の妥当性につい

て判定した書類（以下「耐震診断の評価書」という。）の写し」とあ

るのは、「省令第５条第１項各号のいずれかに掲げる者が耐震診断の

結果を証した書類」と、同条第６号中「耐震診断した者」とあるのは、

「第１号の証明を行った者」と読み換えるものとする。  

 


